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衆
議
院
議
員
酒
井
な
つ
み
君
提
出
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
い
わ
ゆ
る
ホ
ス
ピ
ス
住
宅
に
お
け
る
訪
問
看
護
制
度
を
利
用
し
た
不

正
請
求
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
酒
井
な
つ
み
君
提
出
有
料
老
人
ホ
ー
ム
や
い
わ
ゆ
る
ホ
ス
ピ
ス
住
宅
に
お
け
る
訪
問
看
護
制
度
を
利
用
し

た
不
正
請
求
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
六
月
四
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣
が
「
個
別
の

案
件
に
つ
い
て
の
お
答
え
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す

と
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
医
療
保
険
の
訪
問
看
護
療
養
費
の
不
正
請
求
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
健
康
保
険
法
に

基
づ
き
、
地
方
厚
生
局
に
お
い
て
必
要
な
指
導
監
査
を
行
い
、
不
正
請
求
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
当
該
不
正
請
求
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
返
還

を
求
め
る
」
こ
と
も
含
め
、
「
厳
正
か
つ
早
急
に
対
応
す
る
」
こ
と
と
な
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
総
会
の
資
料
総

十
二
「
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
監
査
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
昨
今
の
訪
問
看
護
療
養
費
の
請
求
状
況
及
び
指
導
の
実
施

体
制
、
現
状
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
の
実
施
状
況
等
」
を
踏
ま
え
て
、
「
複
数
都
道
府
県
に
お
い
て
運
営
さ
れ



 

２ 

 

て
い
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
効
果
的
な
指
導
の
仕
組
み
が
必
要
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
一
定
の
基
準
に
該
当
す

る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
、
教
育
的
な
視
点
に
よ
る
指
導
機
会
が
必
要
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

「
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
指
導
及
び
監
査
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
（
令
和
七
年
四
月
三
日
付
け
保
発

〇
四
〇
三
第
一
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
）
別
添
一
「
指
導
要
綱
」
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
個
別
指
導
」
に
お
け
る

対
象
の
「
選
定
基
準
」
に
「
訪
問
看
護
療
養
費
請
求
書
の
一
件
当
た
り
の
平
均
額
が
高
い
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
た
だ

し
、
取
扱
件
数
の
少
な
い
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
除
く
。
）
に
つ
い
て
一
件
当
た
り
の
平
均
額
が
高
い
順
に
選
定
す

る
」
こ
と
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
「
同
一
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
係
る
複
数
の
都
道
府
県
に
所
在
す
る
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
」
等
へ
の
「
厚
生
労
働
省
並
び
に
地
方
厚
生
（
支
）
局
及
び
都
道
府
県
」
が
行
う
「
共
同
指
導
」
を
新
設
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

四
の
前
段
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
効
果
」
に
つ
い
て
定
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
定
程
度
の
「
効
果
」
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

四
の
後
段
及
び
五
に
つ
い
て 
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令
和
六
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
は
、
令
和
六
年
二
月
十
四
日
の
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
答
申
に
お
い
て
、

「
多
様
化
す
る
利
用
者
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
質
の
高
い
効
果
的
な
ケ
ア
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
強
化
を
図
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用

の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
七
号
）
別
表
区
分
番
号
０
２
に
規
定
す
る
「
訪
問
看
護
管
理
療

養
費
」
に
つ
い
て
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
の
う
ち
、
同
表
区
分
番
号
０
１
の
注
３
に
規
定
す
る
「
同
一
建
物

居
住
者
」
で
あ
る
も
の
が
占
め
る
割
合
に
応
じ
て
、
評
価
を
分
け
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
「
同
一
建
物
居
住

者
」
へ
の
訪
問
看
護
に
つ
い
て
も
、
令
和
六
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
検
証
調
査
等
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
御
指
摘
の
「
実
態

の
把
握
」
を
行
い
な
が
ら
、
「
再
発
防
止
策
」
も
含
め
、
訪
問
看
護
の
「
仕
組
み
」
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
次
期
診
療
報
酬

改
定
に
向
け
て
、
同
協
議
会
に
お
い
て
必
要
な
検
討
を
し
て
ま
い
り
た
い
。 


